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東村山市議会議員  

ホームページ 

https://asami.jcp-higasimurayama.net 

市役所、ほっとシティ等に同行します 
＼ 生活保護は権利 ／ 

年金、仕事がある方、自宅に住んでいる

方でも生活保護は申請できます。 

 扶養照会は義務ではありません。 

電話 080(3086)2422 

メール kwiiykchan@tbz.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

だれもが「大丈夫」と思える政治を  

NO.70 

指定管理者制度とは？ 

公の施設の管理を、議会

の議決を経た上で、施設管
理を民間事業者に代行さ
せるもの。    
民間事業者のノウハウ

を活用し、住民ニーズに効
果的・効率的に対応するこ
とを目的とする、とされて
いる。 

（総務省ＨＰより） 

市は、様々な事業に民間事業者の導入を進めてきました。そのひ

とつが子ども達の放課後の居場所「児童クラブ」です。現在、市内に 

ある全２９施設のうち、１１施設の運営は民間事業者に任されています。 

２０２５年４月から、１４施設の指定管理事業者の指定を、12 月議会で賛成多数で可決（日本共

産党は反対）。４月以降、民間事業者が運営する児童クラブは２１施設に拡大、公設公営の児童クラ

ブはわずか８施設へ。市は今後、さらに公営の児童クラブを減らし、全廃する予定です。 

４月から管理を指定される事業者と担当エリア 

指定管理者 エリア 施設名 

㈱こどもの森 北部（北山児童館） 北山児童館育成室・北山分室・第２化成分室 

第１回田分室・第２回田分室・第３回田分室 

ライクキッズ㈱ 中部（本町児童館） 本町児童館育成室・第１久米川分室・久米川

東分室・大岱分室 

㈱明日葉 東部（秋津児童館） 秋津児童館育成室・第２青葉分室・第２秋津

東分室・秋津分室 

保育の質をどう守る？ 指定管理者制度では、指定期間を定めなければならず、東村山の場合、

期間は５年間です。市は「課題はない」としますが、１年や２年で事業者が変更になる子ども達が出

てきます。事業者が変更すれば、指導員さん全員が替わるリスクがあります。施設自体が同じでも

子ども達の環境が大きく変わる懸念があります。 

 

①②③を合わせて保育条件の質。わが国では、保育の質が、保育条件の質から

切り離して論じられている。「いい保育をして下さい」という人的要素が強く

求められているのに支える制度的な保障が充分ではない。指導員の専門性が軽

視され、待遇が押さえられ「やりがい搾取」になっていないか。 

保育の質ってどんなこと？  

① プロセス/実践の質 
日々の保育の中で進行してい
る過程が子ども達の生活や成
長にとって適切かどうか 

③ 労働環境の質 
保育者が意欲的にや
りがいを感じながら
継続的に働くことが
できるか 
 

② 構造の質 
プロセス/実践の質を向
上させるための３要素
（集団の人数、職員配置、
保育者の専門的力量） 

市は、各エリアの児童館長が各施設を巡回し、サー

ビスを向上させるといいますが、本当に「保育の質」の

担保につながるのでしょうか。 

子どもとその家庭の生きづらさ、困難がどこにある

のか、プロのまなざしで見ることが保育における専門

性です。こうした視線は一朝一夕にできるものではな

く、時間をかけて育まれるものです。長い目で子ども

を見守るための継続性が保てない指定管理者制度は、

児童クラブになじみません。 

市が事業者に支払う指定管理料には本部経費も含まれ

ており、全額が現場（おやつの水準や指導員の給料）に

まわることもありません。 

市内にある民営の児童クラブでは、指導員さんが子ど

もの居場所になるようなステキな保育を実践されている 

と聞いています。 

指導員さんの個人的な頑張りに頼る 

のではなく、抜本的な処遇改善 

を引き続き求めていきます。 
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